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ＰＤＣＡサイクル検討の全体像ＰＤＣＡサイクル検討の全体像ＰＤＣＡサイクル検討の全体像ＰＤＣＡサイクル検討の全体像    

 

 自治体経営改革戦略会議におけるＰＤＣＡサイクルに関する検討は、以下の流れで進める予定である。 

 

 

■第■第■第■第５５５５回（回（回（回（平成平成平成平成 25252525 年２月年２月年２月年２月 19191919 日日日日））））の狙い：ＰＤＣＡサイクルの全体像の狙い：ＰＤＣＡサイクルの全体像の狙い：ＰＤＣＡサイクルの全体像の狙い：ＰＤＣＡサイクルの全体像    

� これまでのＰＤＣＡサイクルに関する以下の問題点を共有化する。 

○Ｃｈｅｃｋ（評価）の結果に基づきＡｃｔを実施するための方策が不十分：制度及び責任・

権限の不備 

○Ｃｈｅｃｋ－Ａｃｔに対する誤解：個別最適の結果による全体非最適の発生、制約された経

営資源における自治体経営で目指すべきは満足度の最適化であるべきなのに最大化に囚わ

れている 

○総合計画を起点とする行政活動のＰＤＣＡサイクル、行政活動を担う組織のＰＤＣＡサイク

ル、組織を担う管理職員等の個人のＰＤＣＡサイクル、これらのＰＤＣＡサイクルに関係す

る予算編成や人事考課等がバラバラに制度設計されバラバラに運用されている 

� これらの問題点を解消できる新たなＰＤＣＡサイクルを構築する必要性を共有化する。 

 

■第■第■第■第６６６６回（回（回（回（平成平成平成平成 25252525 年４月年４月年４月年４月 23232323 日）日）日）日）の狙いの狙いの狙いの狙い：総合計画のＰＤＣＡサイクル：総合計画のＰＤＣＡサイクル：総合計画のＰＤＣＡサイクル：総合計画のＰＤＣＡサイクル    

� 第５回の協議結果を受け、総合計画に掲げた目的・目標の達成に向けたＰＤＣＡサイクルの具

体的なあるべき姿の共有化 

� 市民に分かりやすく客観性・納得性の高い行政評価のあり方の検討 

 

■第７■第７■第７■第７回の狙い回の狙い回の狙い回の狙い：組織目標や職員の個人目標のＰＤＣＡサイクル：組織目標や職員の個人目標のＰＤＣＡサイクル：組織目標や職員の個人目標のＰＤＣＡサイクル：組織目標や職員の個人目標のＰＤＣＡサイクル    

� 総合計画に掲げた目標の達成や継続的な改善を促進する組織目標や職員の個人目標のＰＤＣＡ

サイクルの具体的な内容 

� 組織目標や職員の個人目標の達成を促進する人事考課制度の具体的な内容 

 

■第８■第８■第８■第８回回回回の狙い：組織を担う人材の活用にかかるＰＤＣＡサイクルの狙い：組織を担う人材の活用にかかるＰＤＣＡサイクルの狙い：組織を担う人材の活用にかかるＰＤＣＡサイクルの狙い：組織を担う人材の活用にかかるＰＤＣＡサイクル    

� 人材の確保・育成 

� 人材の最適配置 

� 行政活動・行政サービスの担い手の最適化 

 

■第９■第９■第９■第９回回回回の狙い：ＰＤＣＡサイクルの全体像のあるべき姿の狙い：ＰＤＣＡサイクルの全体像のあるべき姿の狙い：ＰＤＣＡサイクルの全体像のあるべき姿の狙い：ＰＤＣＡサイクルの全体像のあるべき姿    

� 第６回～第８回の検討結果を踏まえた、総合計画・組織目標・個人目標の各々のＰＤＣＡサイ

クルの有機的な連携の確認 

� 各ＰＤＣＡサイクルが効果をあげ続けるための運用や関連制度のあり方 
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第第第第５５５５回回回回自治体経営改革戦略会議の自治体経営改革戦略会議の自治体経営改革戦略会議の自治体経営改革戦略会議の検討結果検討結果検討結果検討結果    

 

 第５回自治体経営改革戦略会議の検討結果を踏まえ、第６回会議以降では、次のように議論を展開

する。 

� 行政経営に関するＰＤＣＡサイクルには、政策決定に関する大きな循環（４年単位）と、行

政の組織管理に関する小さな循環（１年単位）が存在する。このうち、自治体経営改革戦略

会議では、行政組織内部における小さな循環を議論の対象とする。 

 

 

表表表表    行政経営行政経営行政経営行政経営にににに関するＰＤＣＡサイクルの概要関するＰＤＣＡサイクルの概要関するＰＤＣＡサイクルの概要関するＰＤＣＡサイクルの概要    

分類 概要 

ｻｲｸﾙ

期間 

意思 

決定者 

今後のあり方に

関する検討 

①大きなサイクル①大きなサイクル①大きなサイクル①大きなサイクル    

    

政策決定に関する政策決定に関する政策決定に関する政策決定に関する

ＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡ    

〔地域社会＋行政組

織〕 

・市長マニフェストやそれを基本とした戦略の推

進や重点施策・重点事業の目標達成に向けた

ＰＤＣＡサイクルを指す。 

・市長任期やそれと連動した総合計画期間を通じ

た大きな循環であり、民意に基づく。 

・まず、市民が市長選挙を通じて意思表示を行い、

その民意を踏まえて、市長が最終的な権限と

責任を持って、政策や施策を展開する。 

・最終的には、市長が市民や議会に対し結果に関

する説明責任を持ち、その説明を基に、市民

が次の市長選挙で再評価する。 

・議会は、予算議決権等議会活動を通じて、政策

決定のプロセスに関与する。 

４年 市民 

議会 

市長 

自治基本条例の

あり方研究会議

において検討中 

（住民自治の観

点から、市民・

議会・行政のそ

れぞれの役割と

責務を明らかに

し、市民が市政

に参画する機会

の確保や、協働

によるまちづく

りを展開するた

めの取組みも併

せて検討） 

②小さなサイクル②小さなサイクル②小さなサイクル②小さなサイクル    

    

組織組織組織組織マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント

に関するＰＤＣＡに関するＰＤＣＡに関するＰＤＣＡに関するＰＤＣＡ    

〔行政組織内〕 

・重点施策や重点事業以外の経常的な施策・事業

について、限られた経営資源（予算・職員等）

の中で、費用対効果を向上させるための小さ

なＰＤＣＡサイクルを指す。 

・単年度を単位とした小さな循環であり、市長の

権限と責任のもと、庁内分権が行われている。 

・各施策や事務事業を所管する各部門の部長・課

長が権限を持って取り組み、その結果に関す

る応答責任を担う。このため、施策や事務事

業単位では、組織目標や職員の個人目標とも

連動する。 

・社会経済環境の変化に伴って有効性・必要性が

大きく低下した施策や事務事業について縮

小・廃止を促進する。 

１年 

(単年度) 

市長 自治体経営改革

戦略会議におい

て検討中 

本会議のテーマ本会議のテーマ本会議のテーマ本会議のテーマ    
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（１）（１）（１）（１）ＰＤＣＡサイクルのあり方についてＰＤＣＡサイクルのあり方についてＰＤＣＡサイクルのあり方についてＰＤＣＡサイクルのあり方について    

� 第５回自治体経営改革戦略会議では、行政計画の達成に向けた組織目標のあり方や、行政計画

及び組織の目標の達成に向けたＰＤＣＡ（Plan－Do－Check－Act）サイクルのあり方について、

以下の結論に集約された。 

 

� ＰＤＣＡサイクルには、政策決定のためのＰＤＣＡという大きな循環と、行政の組織管理のた

めのＰＤＣＡという小さな循環がある。それぞれを連結させる必要があるが、議論を分ける必

要がある。 

� ＰＤＣＡサイクル上の仕組みは有効に機能しうる必要最小限のものとし、形骸化を避ける必要

がある。 

� 職員のモチベーションを高め、改善につながるような目標設定と評価のあり方が重要である。 

� 自治体経営のスピード感を速め、分析評価の結果をタイムリーに反映できることが望ましい。 

� 施策の指標は数値面や優先度、住民サービスといった観点から総合的に評価を行うべきであり、

最終的に市長と市政戦略部門が総括する必要がある。 

� 限られた財源により業務を縮小せざるを得ない面もあるが、その点について行政の説明責任が

重要である。 

 

 

〔〔〔〔第５回会議で頂いた第５回会議で頂いた第５回会議で頂いた第５回会議で頂いたＰＤＣＡサイクルの種類に関するご意見ＰＤＣＡサイクルの種類に関するご意見ＰＤＣＡサイクルの種類に関するご意見ＰＤＣＡサイクルの種類に関するご意見〕〕〕〕 

� 「政策決定するための評価」については一致し、「行政の組織管理のための評価」は不一致で

あり、議論を分ける必要がある。まず、マニフェストに関する部分は市長の譲れない部分で

あり、政策意思決定のコアである。このため、予算情報も単年度ではなく、大きな循環にな

るはずである。一方、その他の施策は、行政がルーティンに管理する部分であり、管理のた

めの循環となる。インフラを持つことは大事だが、使い方を間違えると無用の長物になるた

め、二つの議論を切り分けることが大切である。ただし、二つのＰＤＣＡについては、議論

は分ける必要はあるが、システムとしては連結しなければならない。 

� ＰＤＣＡサイクルのうち、大きなサイクルに関しては機能している。まず、大事な目標につ

いて市長が市民に示し、マニフェストの工程表や総合計画の実行計画を策定した後、議会に

予算承認を頂き、その結果を公表する流れがあるが、そのサイクルにおける市民、議会、市

長の権限と責任は一致している。 

� 実行する中で問題を見つけ改善をしていくという「政策向上のためのＰＤＣＡ」と、部門が

目標達成したか、そして人事評価を行いフィードバックすることでモチベーションを高めて

いくという「経営管理上のＰＤＣＡ」は切り分けないといけない。 
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〔〔〔〔第５回会議で頂いたＰＤＣＡ第５回会議で頂いたＰＤＣＡ第５回会議で頂いたＰＤＣＡ第５回会議で頂いたＰＤＣＡサイクルサイクルサイクルサイクルの仕組みの仕組みの仕組みの仕組みに関するご意見に関するご意見に関するご意見に関するご意見〕〕〕〕 

� ＰＤＣＡサイクルのタイムラグについては、タイミングの遅さも問題である。自治体経営に

はスピード感が足りない。分析評価の結果をタイムリーに反映できるようにならないといけ

ない。 

� 目標設定のあり方は重要なことであり、市では、市民に軸足を置いた「市長マニフェスト」

を出発点に、ＰＤＣＡサイクルを回している。また、市長マニフェストや総合計画、その他

行政計画を踏まえて、部長が今年度達成するべきことを「部長マニフェスト」として策定す

る取り組みを現在試行中である。そして、従来、人事評価の評価者と指揮命令系統が一致し

ていなかった点についても解消した経緯がある。 

� 「Ｃｈｅｃｋ－Ａｃｔ」の仕組みが複雑になり、形骸化すると職員の士気が下がる。そもそ

もこのような評価が必要なのか、という視点で見るのも大事ではないか。例えば、チーム全

体を評価すれば済むものに対し、個人のタスクにまで落とし込む必要があるのか。 

� ＰＤＣＡサイクルの前提として、目標設定、実行、評価の一連の流れの中で何が問題なのか

を共有する必要がある。目標設定と評価の前提として、権限と責任について議論を行ってい

るが、それ以前に、目標設定と評価のあり方の方が大事である。例えば事業部門側だけで考

えると、やれることだけが目標になる。あるべきところを見据えて、改善につながる目標設

定が必要であるし、また、モチベーションを高めるような評価が大切である。 

� 経常事業については枠配分予算の導入余地があり、各部門長に枠を持たせることで、効率的

な財政運営につながるのではないか。ただし、各部門長が、優先順位をつけるための拠り所

が必要であり、各部の予算編成のための仕組みづくりが大切だが、枠配分予算の査定を含め

たスケジュールの整理が必要である。 

    

    

〔〔〔〔第５回会議で頂いた指標に関第５回会議で頂いた指標に関第５回会議で頂いた指標に関第５回会議で頂いた指標に関するご意見するご意見するご意見するご意見〕〕〕〕 

� 指標は、数値面、優先度、住民サービスという３つの観点から、各施策を総合的に評価する

ことで、様々な意見が出る。評価した結果、市の進みたい方向に合っているのか否か、現実

的にはバランスをいかに取るのかが難しいが、最終的には市長と市政戦略課が統括する流れ

になる。 

� 施策の成果目標について、限られた財源では、業務の拡大・縮小がやむを得ない面があり、

行政の説明責任が重要である。指標を数値化できるものであればチェックし、数値化できな

いものについてどうするべきか課題である。 
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（２）権限と責任のあり方について（２）権限と責任のあり方について（２）権限と責任のあり方について（２）権限と責任のあり方について    

� ＰＤＣＡサイクルにおける権限と責任のあり方については、次のような結論に集約された。 

 

� 行政の最終責任は市長にあり、全体としては権限と責任の整合性が図れている。ただし、庁内

分権を前提とすると、権限と責任の関係は明確ではない。 

� 毎年度の達成状況と目標との差にいかに対応するかという観点から、「応答責任」と「権限」

を一致させるべきである。 

� 事業計画における制約を排除し自由度を増やした上で、実施する部や課、チームの権限と責任

を一つずつ明確にしたらどうか。また、市民協働により予算がなくてもできることがある。 

    

    

〔〔〔〔第第第第５５５５回会議で頂いた回会議で頂いた回会議で頂いた回会議で頂いた権限と責任のあり方権限と責任のあり方権限と責任のあり方権限と責任のあり方に関するご意見に関するご意見に関するご意見に関するご意見〕〕〕〕 

� 権限と責任の整合性については、全体としては整合性が取れている。部長が予算権を持ち、

予算編成について、市長と部長が共同で責任を持った上で、最終責任は市長にある。 

� トップを含めた幹部に権限が集中しているという意味では、権限と責任は整合しているだろ

うが、庁内分権を前提とした責任の所在というレベルでは、あまり明確ではないのだろう。 

� 権限と責任を一致させることは無理である。「責任」という言葉からは、自己責任を取るとい

うことをイメージさせるが、法令上の制約の中で、自己責任を取れる範囲は極めて限定的で

ある。権限と責任を一致させようとするならば、そのときの責任は「応答責任」であろう。

市長マニフェストの達成に向けて、段階的な目標を立て、毎年度の達成状況と目標との差に

対し、どのように対応するかという意味では、権限と責任は一致させるべきである。また、

一施策、一事業の目標だけを 100％達成させることがいいことなのか、という問題もある。 

� マニフェストの事業にも、全市的なものや、一部の地域のもの、他市とともに広域に取り組

むものなど、色々なサイズがある。そして、市民というプレーヤーが入ってくることで、予

算がなくても市民協働でできることもある。事業を計画するときの制約をなくし、自由度を

増やした上で、実施する部や課、チームの責任と権限を一つ一つ明確にしたらどうか。既存

の枠組みを超えた仕組みを作らないと、イノベーションが起きない。 

� 権限と責任の整合性が取れていないというのは事実である。 

� 経営資源の制約もあり、組織目標が達成可能なものとなりやすい。達成できなかった場合、

資源配分側に責任が転嫁され、権限と責任の整合性が取れていない。 

� 実行計画に関しては政策決定されたものを踏まえて予算措置が行われており、財政側で判断

できる余地が少ない一方、経常経費については判断の余地がある。このため、予算査定にお

ける責任と権限については、若干の優劣がある。 

 


